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１ 地域生活支援拠点等について
（１）定義

地域生活支援拠点等とは、障がいのある人の高齢化・重度化や「親亡き後」に備えるとともに、入所
施設や精神科病院からの地域移行、親元からの自立を進めるため、重度障がいにも対応することができ
る専門性を有し、緊急の事態や地域移行に向けた支援についての機能を担うものです。地域生活支援拠
点等の整備は、障害者総合支援法（以下「法」という。）第 77 条第３項及び第４項において、市町村
の努力義務である地域生活支援事業として定められています。

（２）千歳市障がい者地域生活支援拠点等
  本市では、千歳市障がい者地域自立支援協議会（以下「協議会」という。）での協議を踏まえ、地域

の障害福祉サービスなどの社会資源を活用し、複数の拠点機能を担う事業所（以下「拠点機能事業所」
という。）、市及びその他の関係機関が有機的に連携することで各拠点機能の役割を果たす「面的整備
型」の手法を用いて、「千歳市障がい者地域生活支援拠点等（以下「拠点」という。）」を運用します。

拠点の運用に当たり、国や北海道の考えに基づき、次の「居住支援機能」と５つの「地域支援機能」
を整備するほか、千歳市障がい者基幹相談支援センター（以下「基幹相談支援センター」という。）に
市及び拠点関係機関（指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、基幹相談支援センターその他の関係
機関）の相互の有機的な連携及び調整を図り、情報連携を行う「拠点コーディネーター」を配置するも
のとします。

  
【居住支援機能】

共同生活援助の空き状況等の情報共有に基づくサービス調整のほか、不動産業者に対する物件斡旋
依頼や入居契約手続きの支援などにより、住まいの場を提供する機能

【５つの地域支援機能】
機能の種類 内容

①相談支援機能 緊急リスクの高い世帯を事前に把握・登録し、常時の連絡体制を確保し、緊
急時に必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能

②体験の機会・場の
提供

入所施設や精神科病院からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生
活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供す
る機能

③緊急時の受入れ・
対応

千歳市緊急時の受入れ・対応機能に係るガイドライン（P11～）に基づく緊
急時の受入れや対応を行う機能

④専門性の確保 保健福祉部主幹（基幹相談支援担当）及び千歳市障がい者基幹相談支援セン
ター機能強化事業受託者（以下「機能強化事業受託者」という。）による助言・
指導、基幹相談支援センター及び協議会主催の研修のほか、介護人材確保・
育成・定着促進事業の実施などにより、専門的人材を確保・養成する機能

⑤地域の体制づくり 拠点コーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス
提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
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２ 各拠点機能の解説
（１）居住支援機能

種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容
一般住居 一般住居の利用

希望者
障がい者総合支援センター運営
業務受託者又は機能強化事業受
託者（以下「委託相談」という。）

不動産業者への物件斡旋依頼
や入居契約手続きの支援など
により、住まいの場を提供する

共同生活援助 共同生活援助の
利用希望者

【受付】計画相談支援
【実施】共同生活援助

共同生活援助の空き状況等を
情報共有し、円滑なサービス調
整（提供）を行う

（２）相談支援機能
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

相談強化（加算
あり）

計画相談支援の
利用者

計画相談支援、障害児
相談支援

緊急リスクの高い利用者に対し、緊急
時の受入れ・対応機能の利用に係る事
前登録を支援し、常時の連絡体制を確
保した上で、緊急時に必要なサービス
調整やその他必要な相談支援を行う

相談強化（加算
なし）

上記以外 基幹相談支援センター 緊急リスクの高い利用者の緊急時の受
入れ・対応機能の利用に係る事前登録
を受け付け、常時の連絡体制を確保し
た上で、緊急時に必要なサービス調整
やその他必要な相談支援を行う

（３）体験の機会・場の提供Ⅰ（地域移行支援を利用しない場合）
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

体験宿泊 入所施設の入所者、精
神科病院等の入院患
者、家族等と同居して
いる者等で、共同生活
住居の入居希望者

【受付】計画相談支援・基
幹相談支援センター
【実施】共同生活援助

入所施設や精神科病院からの
地域移行、親元からの自立の
ため、共同生活援助の体験の
機会・場を提供する

地域移行促進 施設入所支援の利用
者

施設入所支援 地域の障害福祉サービス等の
見学などを実施し、入所施設か
らの地域移行を促進する

※地域移行支援については P22 の Q７を参照してください。
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【体験宿泊について】
入所施設や精神科病院からの地域移行や親元からの自立のために、共同生活住居の利用を希望して

いる人が対象となります。必ずしも受入れ先への入居を前提とする必要はありません。
  計画相談支援の利用がある人は、計画相談支援事業者が受け付け、計画相談支援の利用がない人は、

基幹相談支援センターが受け付けます。利用に当たっては、共同生活援助の体験利用に係る支給決定の
手続きが必要です。

図２ 利用の流れ

体験利用の相談受付

計画相談利用あり 計画相談利用なし

利用者

計画相談支援 基幹相談支援センター

拠点機能事業所から受入れ先を調整

計画相談支援の調整

障がい者支援課

サービス利用の申請支援

計画相談支援 共同生活援助

サービス利用の申請受付

認定調査訪問の案内

サービス等利用計画作成の依頼

障害支援区分認定調査

契約

サービス等利用計画案の作成

サービス提供開始

体験利用結果の共有

サービスの支給決定

障害支援区分

の認定

　(連続30日以内)

サービス担当者会議

サービス等利用計画の提出

契約

個別支援計画の原案

個別支援会議

個別支援計画の作成

サービス等利用計画案の提出
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（４）体験の機会・場の提供Ⅱ（地域移行支援を利用する場合）
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

地域移行支援 地域移行支援の
利用者

地域移行支援、施設入所支援、障
害福祉サービス

地域移行支援の利用者に対し
て、体験の機会・場を提供する

※詳細は「５ 拠点機能事業所への対価について」の「（４）体験の機会・場の提供Ⅱ（地域移行支援を利
用する場合）」（P20～）をご覧ください。

（５）緊急時の受入れ・対応Ⅰ
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

短期入所 区分１以上 短期入所 介護者が病気などの場合に、短
期間、入浴、排せつ、食事の介
護等を行う

緊急短期入所 区分１以上 短期入所 介護者の急病等の理由により
利用開始日の前々日、前日又は
当日に利用の連絡を受けて緊
急に短期入所を行う

緊急時受入 日中系サービス
の利用者

生活介護、自立訓練（機能訓練）、
自立訓練（生活訓練）、就労移行
支援、就労継続支援 A 型、就労
継続支援 B 型

緊急時、日中支援に引き続き、
当該事業所において夜間支援
を実施する

緊急時対応 訪問系サービス
の利用者

居宅介護、重度訪問介護、同行援
護、行動援護

利用者又は家族等からの要請
から 24 時間以内に指定サービ
スを緊急に実施する

緊急時支援 自立生活援助、
地域定着支援の
利用者

自立生活援助、地域定着支援 緊急時に自宅を訪問又は一時
的な滞在による支援を行う

※緊急時の加算を伴わないその他の障害福祉サービス等や市長がこれらに相当し適当と認める事業を含
みます。

＿Q1＿ これまでの体験利用とは何が違うの？

＿A1＿ 共同生活援助が提供するサービスの内容や、請求可能な報酬、利用者との契約などは、こ
れまでと変わりません。ただし、拠点機能として実施する体験宿泊は、利用者が共同生活援助を体
験して地域で生活するというイメージをもつことや、地域生活における課題の抽出により、体験後
の支援に活かすことを重要視するため、図２のとおり、原則として計画相談支援の利用をお願いし
ます。受入れ先への入居を前提とした体験入所である場合などは、拠点機能事業所であっても、セ
ルフプランでの利用を妨げるものではありません。
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（６）緊急時の受入れ・対応Ⅱ
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

ア 居室提供・見
守り職員の配置

緊急の事態※が生じた市内におい
て在宅で生活する障がい者

※緊急の事態とは
①本人の障がいの特性に起因して
生じる緊急の事態
②介護者の障がい、入院、事故、死
亡等又は介護者による虐待等によ
り家庭での支援が見込めない事態
③その他の障がい者が地域におい
て安心して自立した日常生活又は
社会生活を営むことを困難にする
緊急の事態

共同生活援助 共同生活援助の空
室において一時的
な宿泊を提供、見守
り職員１名以上を
配置し支援を行う

イ 居室提供 共同生活援助 共同生活援助の空
室において一時的
な宿泊を提供する

ウ 見守り職員の
派遣

指定障害福祉サービ
ス事業者、指定障害者
支援施設、指定一般相
談支援事業者、指定特
定相談支援事業者

ア及びイの利用者
に見守り職員１名
を派遣し、支援を行
う

（７）専門性の確保
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

専門性の確保 指定障害福祉サ
ービス事業者等

保健福祉部主幹（基幹相談支援担
当）、機能強化事業受託者、基幹
相談支援センター、協議会、介護
人材確保・育成・定着促進事業受
託者

助言・指導、研修の実施などに
より、地域の専門的人材の確
保・養成を図る

＿Q2＿ 緊急時の受入れ・対応のⅠとⅡの違いは？

＿A2＿ I は、既存の障害福祉サービス等による対応です。Ⅱは、市内の短期入所の不足を補完する
ために創設された市独自の地域生活支援事業となり、その調整は、拠点コーディネーターを配置す
る基幹相談支援センターが行います。I や介護保険サービス等によって、十分な安全確保が可能な
場合は、Ⅱを利用することはできません。

また、Ⅱのサービスの対価は、拠点機能事業所に対する「千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助
金」によって支払われます。食材料費、家賃、光熱水費、日用品費、その他の日常生活費（以下「日
常生活費等」という。）を除いて、利用者の負担はありません。

詳細は、「４ 千歳市緊急時の受入れ・対応機能に係るガイドライン」（P11～）及び「５ 拠点
機能事業所への対価について」（P18～）をご確認ください。
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（８）地域の体制づくり
種類 対象者 拠点機能事業所 拠点機能の内容

拠点コーディネ
ーター

基幹相談支援センター ・市及び拠点関係機関の相互の有機的
な連携や調整を行う
・緊急時の受入れ・対応の事前登録を
受け付ける
・計画相談支援の利用がない者の拠点
機能の利用受付及び緊急時の受入れ・
対応Ⅱの利用調整を行う

地域体制強化共
同支援

支援が困難な利
用者（施設入所
支援の利用者を
除く）

計画相談支援、障害児相
談支援

個別事例を通じた地域課題の抽出によ
り、地域の体制強化を行う

３ 拠点機能事業所の登録について
（１）拠点機能事業所の要件
  拠点機能事業所は、次の①及び②のいずれにも該当する者とします。
  ① 次のいずれかに該当する者
  ・ 市内に所在する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業

者、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者（以下「障害福祉サービス事業者等」
という。）

   ・ 基幹相談支援センター、委託相談又は介護人材確保・育成・定着促進事業受託者
   ・ その他市長が認める関係機関
  ② 市及び拠点関係機関との連携及び調整に従事する者「以下（連携担当者）という。」を１名以上

配置する者（指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者、基幹相談支援センター、委託
相談及び介護人材確保・育成・定着促進事業受託者を除く）。
※連携担当者は、事業所に置くべき人員に加えて配置する必要はなく、担当者を明確化しておくこ
とで足ります。

（２）拠点機能事業所の責務
拠点機能事業所は、次の①から⑥の責務を果たすものとします。
① 担うべき拠点機能を十分に理解し、障がいのある人の自立や地域移行を推進するため、適切な支

援に努める。
② 協議会の地域生活専門部会の構成機関として、緊急リスクの高い世帯の把握に努め、緊急時の受

入れ・対応機能に係る利用者の事前登録を支援するほか、協議会の求めに応じた活動を行う。
③ 連携担当者は、平時から拠点コーディネーター、拠点関係機関との情報共有や連携に努める。
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④ 拠点機能事業所の基本情報や拠点機能として登録したサービスの空き状況など、利用調整に必
要な情報に更新があった場合は、速やかに基幹相談支援センターに提供するものとする。

⑤ 運営規程に拠点機能を担う旨を規定するほか、拠点機能事業所であることについて、事業所内掲
示板やホームページの掲載などによって公表する。

⑥ 拠点機能事業所の従業者又は従業者であった者は、正当な理由がなく業務上知り得た秘密を他
に漏らしてはならない。

（３）登録の手順
  障害福祉サービス事業者等が拠点機能事業所として位置付けられるためには、次の手順で登録の手

続きが必要です。
  ① 事前協議

要件、責務、担うべき拠点機能及びその対価などについて、事前に市と確認してください。

  ② 届出
    次の書類を市（保健福祉部障がい者支援課障がい福祉係／市役所第２庁舎６番）へ提出してく

ださい。
    ・様式１「千歳市障がい者地域生活支援拠点等に係る拠点機能事業所登録届出書」
    ・担う拠点機能を規定した運営規程案
    ・賠償責任保険書類等の写し（緊急時の受入れ・対応Ⅱに登録する場合のみ）

＿Q３＿ 協議会の地域生活専門部会とは？

＿A３＿ 協議会は、市内に居住する障がい者（児）等への支援の体制の整備を図るため、法第 89
条の３第１項の規定に基づき、福祉、保健、医療、雇用及び教育に関する関係機関等による連携及
び支援体制に関する協議を行い、障がい者（児）等の福祉施策及び地域生活支援を総合的かつ効果
的に推進することを目的として設置された協議体です。その専門部会は、協議会の求めに応じて必
要な情報及び資料の収集、調査、研究等を行う組織として設置された協議会の組織です。

市では、原則として、拠点機能事業所に地域生活専門部会の構成機関となっていただくこととし
ています。地域生活専門部会の役割は、各機関の事業又は活動を通じて、緊急リスクの高い世帯の
把握に努め、当該世帯に対し、緊急時の受入れ・対応機能利用に係る事前登録を支援すること、当
該世帯の緊急時の受入れ・対応に係る検討会議に参加することのほか（P12）、重度障がいのある
人に対する支援ニーズ調査などに協力していただく予定です。

その他、地域生活専門部会主催の情報交換会等の企画・実施や定例の会議などの活動（２か月に
１回程度）がありますが、その参集範囲は、拠点機能事業所数に応じて調整します。
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③ 登録の決定
    市は、届出書の受理後、内容を審査し、拠点機能事業所としての登録を決定した場合は、様式２

「千歳市障がい者地域生活支援拠点等に係る拠点機能事業所（変更）登録決定通知書」、登録を却
下した場合は、様式３「千歳市障がい者地域生活支援拠点等に係る拠点機能事業所登録却下通知
書」により事業所に通知します。

    また、拠点機能事業所の登録情報は、協議会及び拠点関係機関と共有するほか、市のホームペー
ジ等で公開します。

④ 指定権者への届出
    市より登録決定の通知を受けた後、北海道石狩振興局（計画相談支援及び障害児相談支援は市）

へ次の書類を提出してください。
   ※新たな加算の算定がある場合 各月 15 日まで→翌月１日から算定
                  各月 16 日以降→翌々月１日から算定
    ・指定に係る「変更届出書」

・担う拠点機能を記載した運営規程
・体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表（地域生活支援拠点等 ２．該当）
・別紙 60 地域生活支援拠点等に関連する加算の届出 ※
・その他添付書類 ※

※当該届出の中で選択すべき加算の種類及びその他添付書類については、「５ 拠点機能事業所
への対価について」（P18～）の「指定権者への届出」欄を参照し、詳細は指定権者へご確認く
ださい。
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（４）登録内容の変更等
拠点機能事業所として登録した障害福祉サービス事業者等は、その登録内容に変更が生じた場合、変

更の日から 10 日以内に様式４「千歳市障がい者地域生活支援拠点等に係る拠点機能事業所登録変更届
出書」を市へ提出してください。

また、登録を廃止又は休止しようとするときは、その１か月前までに、登録を再開したときは、再開
した日から 10 日以内に様式５「千歳市障がい者地域生活支援拠点等に係る拠点機能事業所廃止・休
止・再開届出書」を市へ提出してください。

加算の状況に変更が生じる場合は、併せて指定権者への届出も行ってください。

（５）基幹相談支援センターへの情報提供
  拠点機能事業所は、拠点機能として登録したサービスの空き状況に更新があった場合は、速やかに

基幹相談支援センターに情報提供する必要があります。情報提供の方法については、基幹相談支援セン
ターに確認をお願いします。

なお、当該空き状況は、その他の拠点関係機関と共有します。

＿Q４＿ 運営規程にはどのように拠点機能を規定する？

＿A４＿ 市へ提出した届出書に合わせて、「２ 各拠点機能の解説」（P３～）に記載の拠点機能の
種類と内容を記載します。次の記載例（共同生活援助の場合）を参考にしてください。
                                           

（地域生活支援拠点等の機能を担う事業所）
第〇条 事業所は、千歳市から位置付けられた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成 17 年法律第 123 号）第 77 条第４項に規定する地域生活支援拠点等とし
て、次の機能を担う。

（１）居住支援機能
・共同生活援助 共同生活援助の空き状況等を情報共有し、円滑なサービス提供を行う

（２）体験の機会・場の提供Ⅰ
  ・体験宿泊 入所施設や精神科病院からの地域移行、親元からの自立のため、共同生活援助

の体験の機会・場を提供する。
（３）体験の機会・場の提供Ⅱ

・地域移行支援 地域移行支援の利用者に対して体験の機会・場を提供する。
（４）緊急時の受入れ・対応Ⅱ

    ・居室提供・見守り職員の配置 共同生活援助の空室において一時的な宿泊を提供、見守り
職員１名以上を配置し支援を行う。

                                           

なお、市へ登録の届出を行う際には、運営規程の案を提出していただきますが、指定権者に対す
る変更届の手続き完了後には、改めて確定後の運営規程を市へ提出してください。
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４ 千歳市緊急時の受入れ・対応機能に係るガイドライン
緊急時の受入れ・対応機能の利用手順、拠点関係機関との連携、事故対応等に関する基本的な考え方や

留意事項は次のとおりです。

（１）事前登録
① 対象者

    市内において在宅で生活する障がい者※であって、次の理由により、在宅での生活が一時的に
困難となるおそれのある人について、緊急時の受入れ・対応機能の利用登録を基幹相談支援センタ
ーで受け付けます。

    ・障がい者本人の障がいの特性
    ・主たる介護者の障がい、入院、事故、死亡等
    ・その他の障がい者が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難

にする理由  
   ※障がい者の定義は、法第４条第１項で規定する範囲とします。

  ② 事前登録の支援
地域生活専門部会の構成機関等は、それぞれの活動を通じて把握した上記の対象者に対し、事前

の利用登録を勧奨し、次の支援を行います。
なお、利用登録に当たっては、支援に必要な個人情報等を拠点関係機関及び地域生活専門部会で

共有すること、緊急時の受入れ・対応Ⅱの日常生活費等に係る利用者負担の区分（以下「利用者負
担区分」という。）を受入れ事業所に提示すること、対象者の障がい特性や支援に必要な環境など
をまとめた事前登録シートの作成を拠点コーディネーターに依頼することなどについて、対象者
から同意を得る必要があります。

・様式６「千歳市緊急時の受入れ・対応機能に係る利用登録申請書」の作成や基幹相談支援セン
ターへの提出を支援する。
・対象者の緊急時の受入れ・対応 I に該当する障害福祉サービス等（短期入所、訪問系サービス
等）の支給決定がない場合は、その利用申請を支援する（又は計画相談支援へつなぐ）。
・様式７「千歳市緊急時の受入れ・対応機能の利用に係る事前登録シート」を仮作成し、基幹相
談支援センターへ提出する。
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【図３】事前登録の支援

③ 事前登録の完了
    利用登録申請を受け付けた基幹相談支援センターは、市（障がい者支援課）及び拠点関係機関と

連携して、次の手順で事前登録シートを完成させ、市は利用者負担区分の判定を行い、申請者に利
用登録通知を交付します。

・基幹相談支援センターは、②で提出された登録申請書を市へ提出する。
・市は、登録申請書及び障害福祉サービス等の利用申請の情報に基づき、次のとおり緊急時の受
入れ・対応Ⅱに係る利用者負担区分の判定を行う。
利用者の障害福祉サービス等に係る負担上限月額が０円となる場合

市負担
日常生活費等の徴収により生活保護を要する場合
り災その他特別な事情により著しく生計が悪化している場合
その他徴収が著しく困難であると市長が認めた場合
上記以外の場合 利用者負担

・併せて障害福祉サービス等の利用申請があった場合、市は、申請者の認定調査を実施し、その
結果（又は直近の結果）、障害支援区分を基幹相談支援センターと共有する。
・拠点コーディネーターは、認定調査結果を踏まえ、また、必要に応じて申請者と面接し、事前
登録シートを完成させる。このとき、複合的な課題があるなど、申請者の緊急時の受入れ・対応
について、事前に協議する必要があると認められる場合は、拠点コーディネーターが地域生活専
門部会に拠点関係機関を招集して検討会議を開催し、その結果を事前登録シートに反映するこ
とができる。
・基幹相談支援センターは、完成した事前登録シートの写しを市に提出する。
・障がい者支援課は、様式８「千歳市緊急時の受入れ・対応機能に係る利用登録通知」に事前登
録シートの写しを添付して申請者に交付する。
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【図４】事前登録の完了

（２）緊急の事態の発生に対する対応
  登録者に緊急の事態が発生したときは、登録者の情報を拠点機能事業所に提示し、次の手順で受入

れ・対応を行う事業所（以下「受入れ事業所」という。）を調整します。

  ① 緊急時の受入れ・対応Ⅰの調整
    登録者が計画相談支援の利用者である場合は当該計画相談支援、それ以外は基幹相談支援セン

ターが拠点機能事業所の空き状況や事前登録シートの内容を踏まえ、緊急時の受入れ・対応Ⅰの調
整を行います。このとき、介護保険サービスの対象者である場合は、介護保険サービスの利用が優
先されるため、市の高齢者支援課や地域包括支援センターにつなぎます。

  ② 緊急時の受入れ・対応Ⅱの調整
    緊急時の受入れ・対応Ⅰ及び介護保険サービスの利用が困難な場合、又は利用によっても十分

な安全確保が困難な場合は、基幹相談支援センターが緊急時の受入れ・対応Ⅱの調整を行います。
    Ⅱの調整に当たっては、拠点機能事業所の空き状況と登録者の状況を踏まえ、「居室提供・見守

り職員の配置」又は「居室提供」のいずれかを選択します。
さらに、登録者の状況などから、夜間支援等体制に不安が生じる場合や見守り職員の配置が必要

であっても「居室提供」しか選択できない場合は、先に居宅介護及び重度訪問介護等の障害福祉サ
ービスの併用を検討します。当該障害福祉サービスの併用が困難な場面にのみ、「見守り職員の派
遣」を調整することができます。

＿Q５＿ 居宅介護や重度訪問介護のヘルパーをグループホームに派遣してよいの？

＿A５＿ 緊急時の受入れ・対応Ⅱは、障害福祉サービスではないので、「居室提供（・見守り職員
の配置）」の利用者は、在宅で生活しているものとみなし、居宅介護及び重度訪問介護等を併用す
ることができます。
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【図５】緊急の事態の発生に対する対応

＿Q６＿ 緊急時の受入れ・対応は、事前登録や障害福祉サービスの支給決定がないと、利用できな
いの？

＿A６＿ 緊急時に速やかに適切な支援につなげるためには、対象者の障がい特性等を予め把握する
ことが非常に重要です。そのため、拠点機能事業所には、地域生活専門部会の構成機関として、緊
急リスクの高い世帯の把握や事前登録の勧奨をお願いしています。

事前登録が望ましいですが、緊急の事態の発生は予測が難しいことから、事前登録のない人の利
用も可能としています。

この場合は、緊急の事態発生後、口頭で対象者から拠点関係機関及び地域生活専門部会における
個人情報等の共有に係る同意をとった上で、登録申請書や事前登録シートの提出を待たず、速やか
に図５の流れに沿って利用調整を行います。ただし、登録申請書は、当該拠点機能利用期間中を目
途に基幹相談支援センター又は市へ提出してください。事前登録シートは、当該緊急の事態の発生
以後の利用に備える目的で、後日作成します。

また、事前登録のないケースは、障害福祉サービスの支給決定がない場合が想定されますが、特
例介護給付費等の支給が可能な場合は、通常どおり緊急時の受入れ・対応Ⅰを優先するため、計画
相談支援及び基幹相談支援センターは、市と連携して調整を行ってください。
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（３）緊急時の受入れ・対応Ⅰ
① サービス提供について

受入れ事業所は、障害福祉サービスとして、通常どおり適切なサービスの提供を行います。利
用者の状況については、随時、計画相談支援や拠点コーディネーターと共有を図ってください。

また、緊急時の受入れ・対応Ⅰが終了した後の地域生活に課題があるときは、拠点コーディネ
ーターが地域生活専門部会に拠点関係機関を招集して検討会議を開催し、今後の支援について検
討します。

  ② サービスの対価について
提供したサービスの対価は、障害福祉サービスの報酬として請求を行ってください。詳細は、

「５ 拠点機能事業所への対価について」（P18～）を参照してください。

（４）緊急時の受入れ・対応Ⅱ
  ① サービス提供の期間

原則として１回当たり７日以内です。ただし、緊急の事態が当初の想定を超えて長期間に及ん
だことにより在宅への復帰が困難となったことなど、やむを得ない事情により、７日以内に適切
な方策が立てられない場合には、14日を限度に引き続き提供することができます。当該期間は、
市及び拠点コーディネーターと協議の上、決定します。

  ② 利用者に対する説明等
「居室提供（・見守り職員の配置）」を行う受入れ事業所は、受入れ開始後速やかに、施設の

設備や規則など、宿泊する上で必要な情報を利用者に説明してください。
また、「居室提供（・見守り職員の配置）」を行う受入れ事業所は、市から提示された利用者負

担区分が「利用者負担」である利用者に対し、日常生活費等の実費を請求することができます
が、請求する場合は、予め利用者に対してサービスの内容及び費用について説明し、同意を得て
ください（説明した内容や同意を得たことが確認できる書類（重要事項説明書等）を整備する必
要があります）。徴収後には利用者に対して領収証を発行してください。

  ③ 職員配置等
「居室提供・見守り職員の配置」を行う受入れ事業所は、見守り職員を１名以上配置してくだ

さい。見守り職員は、利用者の状況に応じ、指定を受けている共同生活援助の人員配置基準を下
回らない範囲で当該共同生活援助の職種と兼務することができます。

また、夜間及び深夜の時間帯の配置については、利用者の状況に応じて、必要な防災体制又は
常時の連絡体制を確保している場合も含みます。

なお、緊急時の受入れ・対応Ⅱの受入れ人数は、共同生活援助としての利用者述べ数には含み
ません。
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④ 派遣サービスの受入れ・協力
利用者の状況に応じて、居宅介護及び重度訪問介護等の障害福祉サービス又は見守り職員の派

遣が必要な場合は、「居室提供（・見守り職員の配置）」を行う受入れ事業所は、当該派遣の業務
に対して、適切な協力を行ってください。

  ⑤ サービス提供の記録
受入れ事業所は、「千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金交付要綱」（以下「交付要綱」とい

う。）に定める「サービス提供実績記録表①（第４号様式）」又は「サービス提供実績記録表②
（第５号様式）」にサービス提供実績の記録を行い、利用者の確認（署名又は押印）を受けてく
ださい。

⑥ 事故対応について
サービスの提供に関わって事故が発生した場合は、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行う

とともに、必要な措置を講じる必要があります。受入れ事業所が指定を受けている障害福祉サー
ビス等の事故対応マニュアルに準じた対応をしてください。

また、サービスの提供により、受入れ事業所が賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損
害賠償を行ってください。なお、緊急時の受入れ・対応Ⅱが加入中の賠償責任保険の対象となる
か否かについては保険会社へ確認をした上で、拠点機能事業所の登録時に保険書類等の写しを市
へ提出してください（なお、本事業は、障害者総合支援法第 77 条第３項及び第４項に規定され
る地域生活支援事業です）。

  ⑦ 受入れ後の対応について
緊急時の受入れ・対応Ⅱが終了した後の地域生活に課題があるときは、拠点コーディネーター

が地域生活専門部会に拠点関係機関を招集して検討会議を開催し、今後の支援について検討しま
す。

（５）緊急時の受入れ・対応Ⅱに係る補助金の交付申請について
交付要綱に従い、次の流れで補助金交付を申請してください。補助金単価については、「５ 拠点

機能事業所への対価について」の「（６）緊急時の受入れ・対応Ⅱ」（P24～）に記載しています。
    
  ① 交付申請

「千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金交付申請書」（第１号様式）を市へ提出します。申
請の期限はありませんが、事業完了後 30 日以内に実績報告を行う必要があるため、受入れ・対
応終了後 14 日以内に提出するようにしてください。

また、日常生活費等について、市から提示された利用者負担区分が「市負担」の場合は、日常
生活費等の実費を補助金として市へ請求することができます。家賃等の固定費は１か月を 30 日
として日割り計算し、その額を確認することができる書類（共同生活援助の重要事項説明書等）
を交付申請書に添付してください。
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② 交付決定
市は、交付申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、「千歳市緊急時の受

入れ・対応事業補助金交付決定通知書」（第２号様式）を申請者に交付します。
  

③ 実績報告
受入れ事業所は、事業完了日から30日後又は当該年度の末日のいずれか早い日までに次の書類

を市へ提出します。
・「千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金実績報告書（第３号様式）」
・サービス提供実績記録表①又はサービス提供実績記録表②
・日常生活費等の請求に係る重要事項説明書及び領収証の写し等（利用者に請求した場合のみ）

  ④ 額の確定
    市は、実績報告の内容を審査し、補助金の交付額を確定し、「千歳市緊急時の受入れ・対応事業

補助金交付額確定通知書（第６号様式）」を申請者に交付します。額の確定後、受入れ事業所は、
市に補助金の請求を行ってください。

  ⑤ 交付決定の取消し
    市は、受入れ事業所が補助金の交付決定時に付した条件に反したときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができます。補助金の交付決定を取り消したときは、「千歳市緊急時
の受入れ・対応事業補助金交付決定取消通知書（第７号様式）」により通知します。

    また、補助金の交付決定を取り消した場合に、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交
付されているときは、期間を定めて、その返還を命じます。

  ⑥ 経理書類の保管
    受入れ事業所は、補助事業に係る経理についての収支書類を整理し、額の確定日の属する年度

の翌年度の初日から５年間保管してください。
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５ 拠点機能事業所への対価について
拠点機能として提供されるサービスの対価は、次の各表のとおり、拠点機能事業所に対し、障害福祉サ

ービス等の報酬のほか、千歳市緊急時の受入れ・対応事業補助金によって支払われます（対価の種類の【】
内が拠点機能を示しています）。

一部の障害福祉サービス等の報酬を算定するためには、指定権者に事前の届出が必要です（P９参照）。
報酬の算定に当たっての詳細な要件等については、各サービスの報酬告示や留意事項通知等を参照して
いただくほか、指定権者に確認してください。

（１）居住支援機能
種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出

共同生活援助サ
ービス費ほか各
種加算【共同生活
援助】

共同生活援助を提供した
場合に、利用者の障害支
援区分に応じて算定する

（省略）

共同生活援助 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（加算の
項目には〇不要）

サービス利用支
援費【共同生活援
助】

共同生活援助の利用を希
望する者に、サービス利
用支援を行った場合

（省略）
計画相談支援 不要

（２）相談支援機能
種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出

地域生活支援拠点等
相談強化加算【相談
強化（加算あり）】

要支援者（緊急支援が
必要な者）又は家族か
らの要請に基づき、速
やかに短期入所事業
者への情報提供及び
短期入所の利用調整
を行った場合
※他の事業所が計画
相談支援等を行って
いる者は対象外

・１回 700 単位
（１月４回まで）
※同一の緊急の
事態について複
数の短期入所事
業者と連絡調整
を行った場合で
も１回のみ算定
する

計 画 相 談 支
援、障害児相
談支援

・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（地域生
活支援拠点等相談
強化加算）

機能強化型（継続）
サービス利用支援費
Ⅰ～Ⅲ、機能強化型
（継続）障害児支援
利用援助費Ⅰ～Ⅲ

現在、千歳市では、複
数事業所が協働によ
り体制を確保し、左記
を算定する事業所が
ないため、該当なし

（省略）

計 画 相 談 支
援、障害児相
談支援 （省略）
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（３）体験の機会・場の提供Ⅰ（地域移行支援を利用しない場合）
種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出

サービス利用支援費
【体験宿泊】

共同生活援助の体験
利用を希望する者に、
サービス利用支援を
行った場合

（省略）

計画相談支援 不要

共同生活援助サービ
ス費Ⅱ【体験宿泊】

※介護サービス包括
型の場合

指定障害者支援施設
等に入所もくは精神
科病院等に入院して
いる者又は家族等と
同居している者であ
って、共同生活援助の
利用を希望している
者に対し、個別支援計
画を作成した上で、一
時的に体験的な共同
生活援助を提供した
場合

１日につき
・区分６

717 単位
・区分５

569 単位
・区分４

481 単位
・区分３

410 単位
・区分２

290 単位
・区分１以下

273 単位

※１回当たり連
続 30 日以内
※１人年間 50 日
以内

共同生活援助 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（加算の
項目には〇不要）

強度行動障害者体験
利用加算【体験宿泊】

特定の研修を修了し
たサービス管理責任
者又は生活支援員を1
名以上配置するなど
の施設基準を満たし、
道知事に届け出た共
同生活援助の事業所
が強度行動障がいの
ある利用者に対し、上
記を実施した場合

・１日 400 単位 共同生活援助
（介護サービ
ス包括型・日中
サービス支援
型）

・体制等状況一覧
表（強度行動障害
者体験利用加算職
員配置 ２．あり）
・強度行動障害者
体験利用加算に係
る届出書
・従業者の勤務の
体制及び勤務形態
一覧表
・研修修了証の写
し
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種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出
地域移行促進加算Ⅱ
【地域移行促進】

施設入所支援の利用
者に対して、地域生活
への移行に向けた支
援（宿泊を伴わないも
の）を実施した場合
（共同生活援助や他
の通所事業所への見
学、地域の活動への参
加、公共交通機関の利
用体験などに従業者
が同行した場合）

・１日60単位（１
月３回まで）

施設入所支援 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（地域移
行促進加算Ⅱ）

（４）体験の機会・場の提供Ⅱ（地域移行支援を利用する場合）
種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出

障害福祉サービス
の 体 験 利 用 加 算
【地域移行支援】

利用者に対して、「障害福
祉サービスの体験的な利
用支援」を提供した場合

・I（体験開始日
から５日以内）
500 単位＋50
単位
・Ⅱ（体験開始
日から６日以上
15 日以内）250
単位＋50 単位

地域移行支援 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（体験利
用支援加算・体験
宿泊加算）

障害福祉サービス
の体験利用支援加
算【地域移行支援】

指定障害者支援施設にお
いて対象サービスを利用
する利用者が、地域移行
支援の「障害福祉サービ
スの体験的な利用支援」
を利用するときに、当該
指定障害者支援施設の従
業者が次のいずれかを行
った場合
①体験日の日中に当該指
定障害者支援施設で別途
サービスの提供を行う

・Ⅰ（体験開始
日から５日内）
500 単位＋50
単位
・Ⅱ（体験開始
日から 6 日以上
15 日以内）250
単位＋50 単位
※指定障害者支
援施設等の利用
者であること
※体験中の基本
報酬は算定でき
ない

生活介護、自立
訓練（機能訓
練）、自立訓練
（生活訓練）、
就労移行支援、
就労継続支援
A 型、就労継続
支援 B 型

・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（障害福
祉サービスの体験
利用加算）
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種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出
②当該地域移行支援事業
者と体験に係る連絡調整
や相談援助、今後の支援
方針の協議を行う

体 験 宿 泊 加 算 Ⅰ
【地域移行支援】

利用者に対して「体験的
な宿泊支援」のうち単身
での生活に向けたものを
提供した場合

・１日 300 単位
＋50 単位（下記
と合計して 15
日まで）
※体験の開始日
から最終日まで
算定できる

地域移行支援 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（体験利
用支援加算・体験
宿泊加算）

体 験 宿 泊 加 算 Ⅱ
【地域移行支援】

上記の利用者の心身の状
態に応じて、夜間及び深
夜の時間帯を通じて夜間
支援従事者を配置又は１
晩につき複数回の巡回支
援を行った場合

・１日 700 単位
＋50 単位（上記
と合計して 15
日まで）
※体験の開始日
から最終日まで
算定できる

地域移行支援 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（体験利
用支援加算・体験
宿泊加算）

地域移行促進加算
I
【地域移行支援】

施設入所支援の利用者
が、地域移行支援の「体
験的な宿泊支援」のうち
単身での生活に向けたも
のを利用するときに、当
該施設入所支援の従業者
が、当該地域移行支援事
業者と体験に係る連絡調
整や相談援助、今後の支
援方針の協議を行った場
合

・１日 120 単位
（15 日まで）
※体験の開始日
と 最 終 日 を 除
き、所定単位数
に代えて算定す
る
※入院・外泊時
加算を併用でき
る
※補足給付を併
用できる

施設入所支援 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（加算の
項目には〇不要）

※体験を受け入れる事業者への対価は、障害福祉サービスの報酬や市の補助金ではなく、地域移行支援
事業者からの委託料によって支払われます。
※現在、市内で地域移行支援の指定を受けている一般相談支援事業者は千歳市地域生活支援センターの
みです。
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＿Q７＿ 地域移行支援とは？

＿A７＿ 指定一般相談支援事業者が①の対象者に対し提供する②のサービスのことです。
① 対象者

・障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入院している者
・精神科病院に入院している精神障がい者（入院期間１年以上の人又は措置入院者・医療保護
入院者で地域移行支援を行われなければ入院が長期化する者）
・救護施設又は更生施設に入所している障がい者
・刑事施設、少年院に収容されている障がい者
・更生保護施設に入所している障がい者又は自立更生促進センター・就業支援センター・自立
準備ホームに宿泊している障がい者

② サービス内容
・住居の確保その他の地域移行に関する相談

   ・地域移行のための外出同行
・地域移行支援計画の作成

  ★障害福祉サービスの体験利用の提供
  ★体験宿泊の提供

（５）緊急時の受入れ・対応Ⅰ
種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出

短期入所サービ
ス費（地域生活支
援拠点等の場合）
【短期入所】

区分１以上の障がい
者（児）に短期入所を
行った場合

・1 日 100 単位＋
（医ケア児者、重症
心身障がい児者、強
度行動障がい児者の
場合）200 単位
※利用開始日のみ算
定できる

短期入所 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（地域生
活支援拠点等とし
て短期入所を行っ
た場合の加算）

緊急短期入所受
入加算【緊急短期
入所】

介護者の急病等の理
由により利用開始日
の前々日、前日又は当
日に利用の連絡を受
けて緊急に短期入所
を行った場合

・Ⅰ（福祉型）１日
270 単位
・Ⅱ（医療型）１日
500 単位
※7 日まで（やむを
得ない事情がある場
合は 14 日まで）

短期入所 不要

定員超過特例加
算【緊急短期入
所】

上記の受入を行った
ことで、運営規程に定
める利用定員を上回
った場合

・1 日 50 単位（利用
者全員に 10 日まで
算定できる）

短期入所 不要
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種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出
緊急時受入加算
【緊急時受入】

緊急時、日中支援に引
き続き、当該事業所に
おいて夜間支援を実
施した場合
※当該事業所に就寝
設備があり、夜間を通
じて１人以上の職員
が配置されているこ
と

・１日 100 単位 生活介護、自立
訓練（機能訓
練）、自立訓練
（生活訓練）、
就労移行支援、
就労継続支援
A 型、就労継続
支援 B 型

・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（緊急時
受入加算）
・従業者の勤務の
体制及び勤務形態
一覧表（夜間の支
援体制について欄
外に記載）

緊急時対応加算
【緊急時対応】

利用者又は家族等か
らの要請から 24 時間
以内に計画外の指定
サービスを緊急に実
施した場合

・１回 100 単位＋
50 単位
※月２回まで

居宅介護、重度
訪問介護、同行
援護、行動援護

・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（緊急時
対応加算）

緊急時支援加算 I
【緊急時支援】

利用者又は家族の要
請に基づき、深夜（22：
00-6：00）に速やかに
訪問又は一時的な滞
在による支援を行っ
た場合

・1 日 711 単位＋50
単位

自立生活援助 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（緊急時
支援加算）

緊急時支援費 I
【緊急時支援】

利用者又は家族の要
請に基づき、速やかに
訪問又は一時的な滞
在による支援を行っ
た場合

・１日 734 単位＋
50 単位

地域定着支援 ・地域生活支援拠
点等に関連する加
算の届出（緊急時
支援加算）
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（６）緊急時の受入れ・対応Ⅱ
区分 要件等 補助基準額 対象サービス

ア - １ 居 室 提
供・見守り職員の
配置（基本単価）

共同生活援助の空室において一時的な宿
泊を提供、見守り職員１名以上を配置し支
援を行った場合
※見守り職員は、利用者の状況に応じて、
当該共同生活援助の人員配置基準を下回
らない範囲で当該共同生活援助の職種と
兼務可能
※夜間及び深夜の時間帯の配置について
は、利用者の状況に応じて、必要な防災体
制又は常時の連絡体制を確保している場
合も含む

１日 9,230 円
※７日まで。やむを得
ない事情がある場合
は 14 日まで。

共同生活援助

ア - ２ 居 室 提
供・見守り職員の
配置（加算単価）
①基礎
②重度障がい者
③食事提供加算
④緊急短期入所
受入加算
⑤送迎加算

①要件なし
②医療的ケア者、重症心身障がい者、強度
行動障がい者を受け入れた場合
③食事を提供する体制があり、利用者が食
事を利用した場合
④利用開始日の前々日、前日又は当日に利
用の連絡を受けて受入れを行った場合
⑤利用者の居宅等と事業所等の間の送迎
を行った場合

①１日 1,000 円
②１日 2,000 円
※いずれも利用開始
日のみ算定できる
③１日 480 円
④１日 2,700 円
⑤片道 1,860 円

共同生活援助

イ-１ 居室提供
【基本単価】

共同生活援助の空室において一時的な宿
泊を提供した場合

１日 2,730 円 共同生活援助

イ-２ 居室提供
【加算単価】
①食事提供加算
②送迎加算

①食事を提供する体制があり、利用者が食
事を利用した場合
②利用者の居宅等と事業所等の間の送迎
を行った場合

①１日 480 円
②片道 1,860 円

共同生活援助

ウ 見守り職員
の派遣

ア又はイの利用者に対し、居宅介護及び重
度訪問介護等の障害福祉サービスの併用
が困難であると認められる場面において
見守り職員１名を派遣し支援を行った場
合
①日中（８：00∼18：00）
②夜間（18：00∼22：00）・早朝（6：00∼8：
00）
③深夜（22：00∼6：00）

①１時間 1,650 円
②１時間 2,060 円
③１時間 2,480 円
※30 分未満は 0.25
時間、30 分以上１時
間未満は 0.5 時間と
する

指定障害福祉
サービス事業
者、指定障害
者支援施設、
指定一般相談
支援事業者、
指定特定相談
支援事業者
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※ア及びイにおける日常生活費等は、利用者へ請求することができます。その場合は、予め利用者に対し
てサービスの内容及び費用について説明し、同意を得て、徴収後に利用者に対して領収証を発行してく
ださい。
※利用者の障害福祉サービス等に係る負担上限月額が０円となる場合のほか、日常生活費等の徴収によ
り生活保護を要する場合、り災その他特別な事情により著しく生計が悪化している場合、その他徴収が
著しく困難であると市長が認めた場合は、日常生活費等に相当する補助金を市へ請求することができま
す。
※補助金の算定対象日数には受入れ開始日及び終了日の両方を含みます。
※時間数は、30 分未満を 0.25 時間、30 分以上１時間未満を 0.5 時間として計算します。
※算出された補助金の額に 10 円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※その他詳細は、交付要綱を参照してください。

（７）地域の体制づくり
種類 要件等 単位数 対象サービス 指定権者への届出

地域生活支援拠
点等機能強化加
算【拠点コーディ
ネーター】

現在、千歳市では、自立
生活援助の指定を受けて
いる事業所がないことな
ど、必要な要件を満たさ
ないため、算定不可

（省略）

自 立 生 活 援
助、地域移行
支援、地域定
着支援、計画
相談支援、障
害児相談支援

（省略）

地域体制強化共
同支援加算【地域
体制強化共同支
援】

福祉サービスを提供する
事業者３者以上と会議に
より情報共有及び支援内
容を検討し、利用者に在
宅での療養又は地域生活
において必要な説明及び
指導を共同で行った上
で、地域課題を整理し、
協議会（相談支援専門部
会）に報告した場合
※報告には、利用者の同
意が必要

１回 2,000 単位
※１人につき 1
月１回まで
※同一世帯に複
数利用者がいる
場合でも、それぞ
れが抱える課題
が同一の場合は
１回まで

計 画 相 談 支
援、障害児相
談支援

・体制等状況一覧
表（地域生活支援
拠点等 ２．該当、
地域体制強化共同
支援加算 １．な
し）
・地域体制強化共
同支援加算に関す
る届出書
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６ 地域体制強化共同支援加算の算定方法について
（１）加算の趣旨
  指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所（以下「事業所」という。）が把握した計画

相談支援又は障害児相談支援の利用者の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向
けた検討を推進することを目的としています。

（２）加算算定の手順
  ① 利用者の同意をとる
    事業所は、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下「福祉サービス等」という。）

に係る３者以上（当該事業所を除く）が関わる事案について、利用者に対し、共同支援会議の実施
及び協議会への報告（利用者情報を福祉サービス等の事業者及び協議会の相談支援専門部会と共
有すること）について説明し、同意を得ます。

同意については、利用契約の際に包括的な同意として得ている場合でも、改めて本人に確認をと
るようにしてください。

  ② 共同支援会議の開催
事業所は福祉サービス等に係る３者以上を招集して共同支援会議を開催し（オンライン可）、情

報共有及び支援内容を検討します。この会議の内容は、様式９「千歳市地域体制強化共同支援加算
報告書兼記録書」に記録し、５年間保存するとともに、市長からの求めがあった場合は提出する必
要があります。

③ 必要な支援の実施
事業所は、共同支援会議による情報共有及び支援内容の検討を踏まえ、支援対象者に対して、福

祉サービス等に係る３者以上と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要とな
る説明及び指導等の必要な支援を実施します（オンライン不可）。

この説明及び指導等の内容は、文書に記録し（任意様式）、５年間保存するとともに、市長から
の求めがあった場合は提出する必要があります。

  ④ 協議会への報告
事業所の相談支援専門員は、共同支援会議及び実施した支援の内容を踏まえて、地域課題を整理

し、報告書兼記録書により、協議会の相談支援専門部会に報告を行います。
地域の課題が整理されていれば、当該事案の課題が未解決であってもよいものとします。
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⑤ 市への届出
事業所は、拠点登録の届出に加えて、加算を算定しようとする月の前月 15 日までに次の書類を

市へ提出してください。
・介護給付費等算定及び障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表（地域生活支援拠点等は「２．該当」とし、地域体制強化共同支援加算は「１．
なし」としてください）
・地域体制強化共同支援加算に関する届出書
・協議会に報告した報告書兼記録書の写し
なお、2 回目以降の算定の際は、報告書兼記録書の写しのみを提出してください。

⑥ 市からの通知
市は、提出された報告書兼記録書の写しを確認し、加算の要件を満たしていると判断した場合

は、その旨を事業所に通知します。
また、初回の算定時は、届出書等を確認し、内容に不備等がない場合は、石狩振興局に届出を行

い、事業所台帳への登録を依頼するとともに、事業所に加算の適用年月日を通知します。

⑦ 加算の算定
事業所は、⑥の通知後に、加算を算定します。加算は単独で請求することができます。

  ⑧ 留意事項
    ・加算の算定は、利用者１人につき月に１回を限度とします。

・新たな地域課題が明らかになった場合を除き、原則として同一の対象者に係る報告を繰り返
し行うことはできません。
・相談支援専門部会への報告については、利用者の支援に当たり、広く地域の関係者間で検討す
る必要性がある事例を選定してください。
・事業所以外の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用について、障害福祉サービス等
の報酬の対象ではないものは、加算を算定できる事業所が負担してください。


